
川崎市潜在保育士等への就労奨励金交付要綱  

 

                  ７ 川 こ 運 支 第 ８ ７ ８ 号 

令和８年３月３１日市長決裁   

 

(目的 )  

第１条  この要綱は、保育士資格を有する者が、かながわ保育士・保

育所支援センター  (以下「センター」という。) を通じて、川崎市

内の民間保育・教育施設に採用された際に潜在保育士等への就労奨

励金 (以下「奨励金」という。) を交付することにより、センター

を活用した就労を促進し、川崎市内における保育人材の確保を図る

ことを目的とする。 

２  奨励金の交付については、川崎市補助金等の交付に関する規則

（平成１３年川崎市規則第７号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、この要綱の定めるところによる。  

 

(定義 )  

第２条  この要綱において「保育・教育施設」とは、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。  

(１ ) 児童福祉法 (昭和２２年法律第１６４号。以下この条において  

「法」という。) 第３５条第４項の認可を受けた認可保育所  

(２ ) 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進  

に関する法律」 (平成１８年法律第７７号) 第２条第６項の規定  

により、認定を受けた認定こども園  

(３ ) 法第３４条の１５第２項の認可を受けたもののうち、法第６条  



の３第９項の規定する家庭的保育事業を行う事業所  

(４ ) 法第３４条の１５第２項の認可を受けたもののうち、法第６条  

の３第１０項の規定する小規模保育事業を行う事業所  

(５ ) 法第３４条の１５第２項の認可を受けており、法第６条の３第  

１２項の規定する事業所内保育事業を行う事業所  

(６ ) 川崎認定保育園事業実施要綱  (平成２５年３月２９日２４川市

保第１７５８号) の認定を受けた川崎認定保育園  

(７ ) 学校教育法 (昭和２２年法律第２６号) 第１条に規定する幼稚

園のうち川崎市幼稚園型一時預かり事業を行う幼稚園   

 

(交付対象者)  

第３条  奨励金の交付対象者は、保育士資格を有するものであって次  

の各号のいずれの要件も満たすものとする。  

(１ ) センターで求職登録を行い、センターの就労支援等を受けて、  

川崎市内の民間保育・教育施設に採用されていること。 

(２ ) 前号で採用された保育・教育施設に、令和８年４月１日以降に  

就労開始しており、かつ申請日時点で当該施設において保育・教  

育業務に従事していること。  

(３ ) 第１号で採用された保育・教育施設における勤務形態として、  

週２０時間以上の勤務を要する雇用契約となっていること。  

(４ ) 保育士養成施設の卒業者については、当該保育・教育施設にお

ける就労開始日時点で、卒業から１年以上経過していること。  

(５ ) 保育・教育施設の施設長 (管理者 ) 、園長及び保育・教育施設  

を設置し、又は運営している事業者の役員でないこと。  

(６ ) 過去に、この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと。  



(７ ) 当該保育・教育施設への就職にあたり、有料職業紹介事業者に  

よる採用支援を受けていないこと。  

(８ ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号  

に規定する暴力団員ではないこと。  

 

(奨励金の額等)  

第４条  奨励金の額は、１人につき５万円とし、予算の範囲内で交付  

する。  

２  本要綱による奨励金の交付は、１人につき１回とする。  

 

(交付申請) 

第５条  奨励金の交付を受けようとする者 (以下「申請者」とい  

う。 ) は、川崎市潜在保育士等への就労奨励金交付申請書兼実績報  

告書  (第１号様式) に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しな  

ければならない。  

(１ ) 保育士証の写し 

(２ ) 在職証明書 (第１号様式別紙１)  

(３ ) かながわ保育士・保育所支援センター就労支援証明書 (第１号  

様式別紙２)  

(４ ) その他市長が必要と認める書類 

２  前項の規定による申請の期限は、採用日から起算して、６か月後  

の属する月末までとする。  

 

(交付決定等) 

第６条  市長は、前条の規定による申請があった場合、申請内容につ  



いて審査を行い、奨励金の交付の可否について速やかに決定するも  

のとする。  

２  市長は就労金の交付を決定したときは、川崎市潜在保育士等への  

就労奨励金交付決定兼交付額確定通知書 (第２号様式) により、交  

付しないことを決定したときは川崎市潜在保育士等への就労奨励金  

不交付決定通知書  (第３号様式) により、申請者に通知するものと  

する。  

３  市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、申請

者が指定する口座に奨励金を振込むものとする。  

 

(奨励の返還等)  

第７条  市長は、奨励金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段に  

より奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付の決定を取り消  

し、既に交付した奨励金について、期限を定めて、その返還を命じ  

るものとする。  

２  市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したとき  

は、川崎市潜在保育士等への就労奨励金交付決定取消通知書 (第４  

号様式 ) により奨励金の交付を受けた者に通知するものとする。  

３   市長は、第１項の規定により既に交付した奨励金の返還を請求す  

るときは、川崎市潜在保育士等への就労奨励金返還請求書 (第５号  

様式 ) により奨励金の交付を受けた者に通知するものとする。  

 

(加算金及び延滞金) 

第８条  奨励金の交付を受けた者は、前条第１項の規定による取り消  

しに関し、奨励金の返還を命ぜられたときは、規則第１６条の規定  



に基づき加算金を市に納付しなければならない。  

２  奨励金の交付を受けた者は、奨励金の返還を命ぜられ、これを納  

期日までに納付しなかったときは、規則第１６条の規定に基づき延  

滞金を市に納付しなければならない。 

３  市長は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認め  

るときは、加算金または延滞金の全部又は一部を免除するものとす  

る。   

 

(調査又は報告)  

第９条  市長は、奨励金の交付に係る予算の執行の適正を期するため  

必要があるときは、申請者に対して、奨励金の交付に関する状況を  

調査し、又は報告を徴することができる。  

  

(個人情報の利用)  

第１０条 本事業において取得した個人情報については、必要な範囲  

内において、センターや申請者の勤務先と共有することができるも  

のとする。  

 

(その他 )  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な  

事項は、こども未来局長が別に定める。 

 

 附  則   

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  


